
守谷市上下水道事業が発行する主なインボイス（消費税の表示額が変わります）

①　上下水道料金等納入通知書

②　使用水量・料金等のお知らせ（検針票）A

変更なし↓

B

変更なし↓

変更なし↑

今までどおり変更ありません→

検針票の裏面(計算例)における消費税額と異なる場合があります→

変更なし

A + B

A'

（例）水道料金総額14,114円の場合…

＜インボイス記載の消費税額＞

総額14,114円に110分の10を乗じた額

（1円未満切捨て）

＝消費税額1,283円（ A ）

＜裏面計算例＞

１か月分 641円＋１か月分 641円

＝消費税額1,282円（ A’）

この場合は、インボイス表示の消費税額（A）と、

条例に基づく料金算出過程の消費税額（A'）が

異なっています。

（例）下水道使用料総額8,824円の場合…

＜インボイス記載の消費税額＞

総額8,824円に110分の10を乗じた額

（1円未満切捨て）

＝消費税額802円（ B ）

＜裏面計算例＞

１か月分 401円＋１か月分 401円

＝消費税額802円（ B’）

この場合は、インボイス表示の消費税額（B）と、

条例に基づく料金算出過程の消費税額（B'）は

一致しています。

B'


